
関
税
暫
定
措
置
法
別

表
第
一
の
六
の
項
名

輸

入

数

量

一

一
・
〇
ト
ン

二

〇
ト
ン

三

二
四
ト
ン

四

一
八
、
一
二
二
ト
ン

五

一
、
一
三
五
ト
ン

六

八
ト
ン

七

一
七
ト
ン

八

一
二
ト
ン

九

二
七
、
〇
八
八
ト
ン

一
〇

四
、
九
九
九
ト
ン

一
一

一
〇
、
〇
九
四
ト
ン

一
二

五
二
、
四
六
五
ト
ン

一
三
四
、
一
六
八
、
一
二
一
ト
ン

一
四

八
五
九
、
九
九
〇
ト
ン

一
四
の
二

三
二
〇
、
〇
〇
二
ト
ン

一
五

三
四
四
ト
ン

一
六

八
、
一
四
九
ト
ン

一
七

一
〇
六
、
五
五
四
ト
ン

一
八

一
一
、
三
八
七
ト
ン

一
九

八
六
六
ト
ン

二
〇

二
八
五
ト
ン

二
一

一
五
、
〇
六
四
ト
ン

二
二

六
六
六
ト
ン

二
三

三
、
七
九
一
ト
ン

二
四

一
三
ト
ン

二
五

〇
ト
ン

二
六

二
、
九
九
九
ト
ン

二
七

九
、
三
三
一
ト
ン

二
八

三
ト
ン

二
九

三
九
四
ト
ン
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51の2.2
æ
中
「
発
明
者
が
出
願
す
る
こ
と
を
国
内
法
令
が

要
求
し
な
い
場
合
に
は
、」並
び
に
ç
及
び
è
を
削
り
、

51の2.2
æ
を

51の2.2
に
改
め
、
ü
中
「（

51の2.1
æ
ü
）」の
下
に「（
た

だ
し
、
発
明
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
宣
誓
又
は
申

立
て
（

51の2.1
æ
B

）
を
含
む
書
類
を
除
く
。）」
を
加
え
、

A

の
次
に
B

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

B

発
明
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
申
立
て
が
4.17

B

の
規
定
に
従
つ
て
願
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と

き
又
は
指
定
官
庁
に
直
接
提
出
さ
れ
た
と
き
に

は
、
発
明
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
宣
誓
又
は

申
立
て
を
含
む
書
類
又
は
証
拠
（

51の2.1
æ
B

）

四

53.8
æ
中
「
ç
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、」

及
び
ç
を
削
り
、
53.8
æ
を
53.8
に
改
め
る
。

五

90の2.5
æ
中
「
、
ç
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し

て
、」及
び
ç
を
削
り
、

90の2.5
æ
を

90の2.5
に
改
め
る
。

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
四
号

関
税
暫
定
措
置
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
別
表
第
一

の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
の
初

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
輸
入
数
量

を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

関
税
暫
定
措
置
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
平
成
二
十
四
年
度
の
初

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
輸
入
数
量

を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
別
表
第
一
の
六
の
項
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号

関
税
暫
定
措
置
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年

度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
生

鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
を
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

平
成
二
十
四
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数

量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

一

生
鮮
等
牛
肉

十
四
万
九
千
五
百
三
十
九
ト
ン

二

冷
凍
牛
肉

二
十
万
六
千
百
三
十
四
ト
ン

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
六
号

関
税
暫
定
措
置
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
七
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年

度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
豚

肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の

輸
入
数
量
を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

平
成
二
十
四
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い
る

豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

一

豚
肉
等

四
十
八
万
千
三
百
十
九
ト
ン

二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等

四
十
八
万
千
三
百
四
十
七
ト
ン

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
七
号

関
税
暫
定
措
置
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
別
表
第
一

の
六
第
一
一
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
平
成
二
十
四
年

度
に
お
け
る
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

の
特
別
緊
急
関
税
の
発
動
日
を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
八
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四

十
三
号
）
第
十
八
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

三
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
個
人
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要

経
費
に
算
入
す
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

負
担
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
同
法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
一

項
第
六
号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
係
る
公
益
法
人
等
及
び
基

金
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
五
十
年
七
月
大
蔵
省
告
示
第
六

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

別
表
社
団
法
人
配
合
飼
料
供
給
安
定
機
構
の
項
中
「
東

京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
四
番
一
号
」
を
「
東
京
都
中
野

区
中
央
五
丁
目
八
番
一
号
」に
、「
異
常
補
て
ん
積
立
基
金
」

を
「
異
常
補

積
立
基
金
」
に
、「
又
は
平
成
二
十
年
九
月

二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
又
は
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日
か

ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
生
命

保
険
契
約
者
保
護
機
構
の
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号

出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九

十
五
号
）
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨

幣
換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
財

務
省
告
示
第
四
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

三
十
九
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
リ
ア
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

七
七
円
」
を
「
一
〇
、
〇
〇
〇
リ
ア
ル
に
つ
き
本
邦
通
貨

三
四
円
」
に
改
め
る
。

六
十
中
「
一
ス
ー
ダ
ン
・
ポ
ン
ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
三

〇
円
」
を
「
一
ス
ー
ダ
ン
・
ポ
ン
ド
に
つ
き
本
邦
通
貨
一

四
円
」
に
改
め
る
。

八
十
中
「
一
、
〇
〇
〇
ク
ワ
チ
ャ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一

七
円
」
を
「
一
ク
ワ
チ
ャ
に
つ
き
本
邦
通
貨
一
七
円
」
に

改
め
る
。

百
三
十
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
三
十
三

サ
モ
ア
通
貨

一
サ
モ
ア
・
タ
ラ
に
つ
き
本

邦
通
貨
三
五
円
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